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■お問合せ先 

目黒区街づくり推進部地区整備課地区整備係（担当：池田、畑島、双木） 

電      話：０３－５７２２－９６７３  ＦＡＸ：０３－５７２２－９２３９ 

電子メール：meguro-tikuseibi@city.meguro.tokyo.jp 

住      所：〒153-8573 目黒区上目黒二丁目１９番１５号 

会場・日時のご案内 

下目黒一丁目地区では、平成 31年 3月に「下目黒一丁目地区街づくり協議会（以下「協議

会」といいます。）」が設立され、地域の実情に合わせた街づくりルールの具体的な検討などに

ついて、区は事務局として支援してまいりました。 

令和 3 年 9 月には、協議会から用途地域の変更及び地区計画の策定に関する「下目黒一丁

目地区街づくり提案書」が区へ提出されました。 

区は、協議会からの街づくり提案を受け、地域の街づくりを推進するため、提案の内容を精

査した上で、本地区における用途地域の変更及び地区計画（原案の案）を取りまとめました。 

原案の案について、下記のとおり説明会を開催いたしますので、ぜひ、ご参加ください。 

発行:目黒区街づくり推進部地区整備課 

 

（令和 3年 12月） 

 

 

 

対象地区 ※車いすの方につきましては、エレベーターがございます。 

新型コロナウイルス感染症対策のため 

となります。 

説明会予約はこちら 
    ↓ 

予約フォーム（右QRコード）又はお問合せ先の電話等にてお申し込みください。 

（申し込み内容：氏名、連絡先、手話通訳・保育（未就学児）のご希望の有無） 

説明会会場：下目黒住区センター 

所 在 地：下目黒二丁目 20番 19号 

※お車でのお越しはご遠慮ください。 
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これまでの経緯  

年 次 目黒区・地 元 

H16年 3月 
目黒区都市計画マスタープランの策定（広域生活拠点

に位置づけ） 

H20年度 地元関係者による自主的な街づくりの検討が開始 

H25年度 
下目黒街づくりの会設立（目黒区地域街づくり条例に

基づく） 

H25年度 
目黒駅周辺地区整備計画の策定（下目黒一丁目地区の

住宅系用途地域の土地利用のあり方の検討を明記） 

H30年 8月 
下目黒街づくりの会が区へ要望書を提出（街づくりの

推進と支援を要請） 

H31年 3月 
下目黒一丁目地区街づくり協議会設立（以下、街づくり

協議会） 計 11回開催 

R 1 年 6月 街づくり協議会事務局が「街づくりアンケート」を実施 

R 3 年 5月 
街づくり協議会事務局が「街づくりルールに関するア

ンケート」を実施 

R 3 年 9月 
街づくり協議会が区へ「下目黒一丁目地区街づくり提

案書を提出 

R 4 年 1月 
「用途地域の変更及び地区計画（原案の案）」を 

公表予定 

 

「原案の案」の説明動画（YouTube）を、ホームページに公開します！ 

下目黒一丁目地区については、平成 20 年度から地元関係者による自主的な街づくりの検

討が開始されるなど、区と地元が街の将来像などに関する課題を認識し、検討や話し合いが行

われてきました。 

このたび、協議会から提出された「街づくり提案書」に示されている将来市街地像と街づく

り目標を具現化するために、用途地域の変更及び地区計画（原案の案）を取りまとめました。 

第 2回協議会で実施した街歩き 

H31年 4月 

第 11回協議会の様子 

令和 3年 7月 

H31年 4月 20日 

街づくり提案書を区に提出した時の

様子 令和 3年 9月 

～説明会にご参加できない方は、是非ご覧ください～ 

公開期間：令和４年１月１１日～１月１８日まで 

ご意見のある方は、提出フォーム（右QRコード）、郵送、

FAX、メールに、氏名、住所、地区内における土地･建物の権利

の有無を記載し、前頁の「お問合せ先」まで提出してください。 

意見の提出期間：令和４年１月１１日から１月１８日（必着）まで 

目黒区公式 
ホームページ → 
はこちら 

意見 
フォーム → 
はこちら 


